
平成31年度事業費納付金の徴収について

平成31年2月14日
和歌山県福祉保健部健康局国民健康保険課
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資料３



一般会計

被保険者

国

都道府県

一般会計

市町村

一般会計
国保特別会計

国保特別会計

国保連

医療機関

保険給付費

保険給付費

現金給付

現物給付

支払の簡素化

（※）

・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）1/2

都道府県単位化後の国保財政の基本的な枠組み
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財政安定化
基金
（うち特例）

支払基金

現物給付
（診療）

地方交付税措置

・基盤安定（保険者支援）

・財政安定化支援事業

・基盤安定（法定軽減分）

・定率国庫負担32％

・調整交付金（国）9％

・保険者努力支援分

・高額医療費負担金1/4相当分

・特定健診1/3

・財政安定化基金積立金10/10

・都道府県繰入9％相当分

・高額医療費負担金1/4相当分

・特定健診1/3

・前期高齢者
交付金

・療養給付費
等交付金

・後期高齢者支援金等

・介護納付金

・前期高齢者納付金

・事業費納付金

【医療・後期・介護】

・保険基盤安定繰入金（法定軽減分）

・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）

⇒国・都道府県負担分も含めて全額繰入れ

・保険給付費等交付金
（特別交付金）
保険者努力支援相当分
都道府県繰入金（２号分）相当分

市町村向け特別調整交付金

相当分

特定健診2/3

・保険給付費等交付金
（普通交付金）

保険料
【医療・後期・
介護】

（※）改正国保法施行令第6条第8項で、普通交付金は国保連に収納事務を委託することが可能。

・保険基盤安定繰入金（法定軽減分）3/4
・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）1/4

（※）上記のほか都道府県繰入金等にも措置。

(※)厚生労働省資料



都 道 府 県

市 町 村

住 民

保険料の賦課・徴収

・納付金の決定

県全体 ○億円

Ａ市 ○億円
Ｂ町 ○千万円

納付金の支払い

都道府県が各市町村が納付金を納める
ために必要な標準保険料率を示す

市町村ごとの納付金を決定
（医療費水準、所得水準を考慮）

標準保険料率を参考に、各市町村が、
保険料率を決定し、賦課・徴収

徴収した保険料等を財源として
納付金を都道府県に支払い

・標準保険料率
の提示

国保保険料の賦課、徴収の仕組み（イメージ）
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(※)厚生労働省資料
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(※)厚生労働省資料
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国保事業費納付金の徴収について

○保険給付費等交付金（普通交付金）の交付方法：
・H30年度：概算払い（県が定める基準額により支払）
・H31年度：概算払い（固定額支払い） ← 市町村に照会の上、変更

○事業費納付金の徴収時期：
・H30年度：5月～3月の11回の納付
・H31年度も同様のスケジュールを予定

○H31年度のキャッシュフロー（保険給付費等交付金の交付と事業費納付金の徴収）：
・歳入・歳出の時期はH30と同様を見込んで作成
・2019年4月～2020年4月の13ヶ月間で、歳入＜歳出となるのは7ヶ月。

・詳細の歳入・歳出は別添資料参照。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × × ○


